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現 状 と 課 題 

 １ 農林業の振興 
 
（１）農業の振興 
 

 

 

  農業従事者の高齢化や後継者の減少、さらには農産物の輸入自由化や、食の安全

に対する国民意識の高まりなど、農業を取り巻く環境は大きく変化しています。 

  このため、新規就農者などの育成・支援とともに、＊地産地消の推進や、都市と

の交流機会の拡大に努めて、農村の活性化を図っていく必要があります。加えて、

農業経営の規模拡大や担い手農家の集約化と、遊休農地の解消を図るとともに、農

道等の整備や農業機械の大型化を進め、効率的な生産体制を確立する必要がありま

す。また、農産物の安定供給に努めるとともに、農産物のブランド化を進めるなど

新たな付加価値の創出を推進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

 

 

 
 

 
 
 
 

農業就業人口と認定農業者の推移

5,8866,3376,369

7,421

549
1

304

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H2年 H7年 H12年 H17年

（人）

農業就業人口 認定農業者数
37.439.2

33.8

44.8

0

10

20

30

40

50

H13年 H14年 H15年 H16年

（ha） 農地の移動・転用の推移 

農道・排水路の整備状況

3,126

4,883

3,359

4,330

3,454

42
393254 427

899

0

2000

4000

6000

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年

（m）

農道 排水路

   資料：農林水産省「土地管理情報収集分析調査」
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目指すべき方向 

 

◆ 元気で美しい農村づくり 

◆ 意欲ある農業者づくり 

◆ 生産を支える土づくり 

◆ 安全・安心・安定した食づくり 

 

施 策 の 体 系 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 元気で美しい農村づくり ❶ 個性を生かした農村づくり 
❷ 豊かな環境を育む農村づくり 

◆ 意欲ある農業者づくり ❶ 農業を支える担い手づくり 
❷ 新規就農者の育成・支援 

◆ 生産を支える土づくり ❶ 農地の効率的利用 
❷ 農業生産の基盤づくり 

農業の振興 

◆ 安全・安心・安定した食づくり ❶ 安定した農業生産の推進 
❷ *地産地消の推進 
❸ *食育の推進 

 
 
施 策 の 内 容 

 

◆ 元気で美しい農村づ
くり 

 ❶ 個性を生かした農村づくり 
・恵まれた自然と美しい農村風景を活かして、農業体験

や農村での生活体験を推進するとともに、都市と農村

との交流を促進します。 

❷ 豊かな環境を育む農村づくり 

・住む人々が、美しく豊かな環境に誇りを持てるよう、

農村の持つ文化的・歴史的価値、食糧生産機能や環境

保全機能を生かし、やすらぎと潤いを感じる生活環境

の整備を進めていきます。 
 

◆ 意欲ある農業者づく
り 

 ❶ 農業を支える担い手づくり 
・農業を支える担い手を育成するため、 ＊認定農業者制

度の普及とともに、関連団体との連携により農業士や

農業指導士などの育成・支援に努めます。加えて、農

業経営の法人化や集落営農の組織化・法人化を推進し

ていきます。 
❷ 新規就農者の育成・支援 

・農業への新たな人材の参入を促進するため、新規就農

者の育成や支援に努め、農村地域の活性化を推進して

いきます。 
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◆ 生産を支える土づく
り 

 ❶ 農地の効率的利用 
・農地の効率的利用を推進するため、農用地の利用集積

や遊休農地の解消を図るとともに、農業公社の支援に

努めます。 
❷ 農業生産の基盤づくり 

・農業の生産性の向上や経営の合理化を図るため、農道

や農業用排水路の整備を促進するとともに、土地改良

区などが管理する水利施設の運営支援に努めます。 
 

◆ 安全・安心・安定し
た食づくり 

 ❶ 安定した農業生産の推進 
・園芸作物の生産拡大や新たな作物の振興とともに、生

産組織の育成や支援に努めます。加えて、水稲作物の

調整の円滑化や奨励作物の振興を推進していきます。

❷ 地産地消の推進 

・＊地産地消の推進を図るため、基本指針の作成に努める

とともに、団体の育成や団体間の連携を支援します。加

えて、産直や農村レストラン、量販店などでの＊地産地

消の推進に努めます。 
❸ 食育の推進 

・＊食育の推進を図るため、児童や生徒への農業と農産物

の理解を促進するとともに、食の安全・安心に関する情

報提供やふれあい農園（市民農園）の普及・拡大に努め

ます。 
 

成 果 指 標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 要 事 業 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

夏秋どりイチゴ生産事業 期間中継続 

新規就農支援事業 期間中継続 
＊地産地消振興事業 期間中継続 
＊農村振興総合整備事業 期間中継続 
＊村づくり交付金事業 期間中継続 
＊農業経営基盤強化促進対策事業 期間中継続 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (平成 17 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23 年)

＊認定農業者の数 

 

 

 

 

 

 

遊休農地面積 

 

 

 

 

 

 
 (平成 17 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23 年)

農業産出額 

 
 

 

 
 

 

農産物直売所の売上
高 

 
 

 

 
 

 

 
(平成 13～17
年の合計) 

(平成 19～23
年の合計)  

(平成 13～17
年の合計) 

(平成 19～23
年の合計)

農道整備延長 

 
 

 

 
 

 

農業用排水路整備延
長 

 
 

 

 
 

 

2015m 

22.32ha 

19152m 

277 
億円 

549 人 

26000m

14 ha 

21000m

295 
億円 

640 人 

522.1 
百万円 

600 
百万円

640 人549 人 

295

億円

21000m

14 ha

600

百万円

26000m
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現 状 と 課 題 

（２）森林の保全 
 

 

 

林地の開発や病害虫の被害により、森林面積が年々減少するなかで、管理の不十

分な森林も市内各地で目立ってきており、森林が持つ水源涵養機能や防災機能が低

下しつつあります。 

このため、病害虫の駆除や森林の適正な管理に努め、森林資源の保全を推進する

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

目指すべき方向 

 

◆ 森林の保全 

 

施 策 の 体 系 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

森林の保全 ◆ 森林の保全 ❶ 森林資源の保全管理 
❷ 林道の適正な管理 

 
 
施 策 の 内 容 

 

◆ 森林の保全  
  

❶ 森林資源の保全管理 

・森林資源の保全を図るため、病害虫の定期的な駆除に

努めます。また、企業や地域住民などが行う保全活動

への支援を強化していきます。 
❷ 林道の適正な管理 

・森林の適正な管理を推進するため、その基盤となる林

道の適正な管理に努めます。 

森林面積の推移

38,90138,90138,92138,971

39,207

38,000

38,500

39,000

39,500

40,000

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年

（ha）

資料：栃木県「栃木県森林・林業統計書」
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成 果 指 標 

 

 

 

 

 

 

主 要 事 業 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

松くい虫防除事業 期間中継続 

 

 

 

 

 

 

 (平成 16 年) (平成 23 年)    

森林面積 

 

 

 

 

 

 

 

  
38901ha 38700ha38700ha
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現 状 と 課 題 

 ２ 畜産業の振興 

 

 

 
＊生乳産出額が全国 4 位を誇る畜産業は、本市を代表する基幹産業ではあるもの

の、牛乳の消費量が全国的に減少を続けるなど、その経営環境は厳しいものがあり

ます。 

このため、自給飼料の確保や家畜の改良・増殖とともに、作業の効率化や低コス

ト化を進め、収益の向上を図る必要があります。加えて、畜産環境の改善とともに
＊循環型農業を確立するため、家畜排せつ物の適正な処理と利用を進める必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

目指すべき方向 

 

◆ 畜産業の振興 

 

施 策 の 体 系 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

畜産業の振興 ◆ 畜産業の振興 ❶ 自給飼料の確保 
❷ 家畜の改良・増殖 
❸ 資源*循環型農業の推進 
❹ 作業の効率化・低コスト化 
❺ 畜産振興対策の推進 

 
 
 

家畜飼養頭数の推移

6,360

49,110 47,350 40,960 44,800 47,800

21,210 21,30021,90022,17021,110

7,520 6,810 7,270 6,630

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年

(頭)

乳用牛 肉用牛 豚

資料：農林水産省「畜産統計調査」
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施 策 の 内 容 

 

◆ 畜産業の振興  ❶ 自給飼料の確保 
・自給飼料の安定確保を図るため、草地の造成や整備を

促進するとともに、収穫機械などの導入の支援に努め

ます。 

❷ 家畜の改良・増殖 

・優良牛を生産するため、優良雌牛の導入や優良精液の

利用促進とともに、＊乳用牛群検定組合や＊肉牛枝肉研

究会への支援を強化し、家畜の改良・増殖を推進して

いきます。 

❸ 資源*循環型農業の推進 

・畜産環境の改善を図るため、堆肥化施設の整備ととも

に、生産された堆肥の利用促進を図り、資源*循環型農

業の推進に努めます。 

❹ 作業の効率化・低コスト化 

・子牛の哺育・育成の効率化と低コスト化を進めるため

育成舎や＊哺乳ロボットの整備・導入を推進していきま

す。 

❺ 畜産振興対策の推進 

・畜産経営の安定化を図るため、予防注射などへの助成

を推進していきます。 

・畜産への理解や畜産品の消費拡大を図るため、畜産フ

ェアなどのイベントの開催に努めます。 

 

成 果 指 標 

 

 

 

 

 

主 要 事 業 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

畜産基盤再編総合整備事業 期間中継続 
＊堆肥センター管理運営事業 期間中継続 

 

 

 

 

 

 (平成 17 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23年)

家畜飼養頭数（乳用
牛・肉用牛） 

 

 

 

 

 

 

飼料作付面積 

 

 

 

 

 

 

2180ha 2320ha
27930 
頭 

29400
頭

29400
頭

2320ha
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現 状 と 課 題 

 ３ 商業・サービス業の振興 

 

 

 

空き店舗の増加や後継者の減少により、商店街の空洞化と経営体力の低下が進ん

でいます。このようななかで、消費者ニーズの多様化と生活圏の拡大に加え、大型

店の郊外への出店が進むなど、商業・サービス業を取り巻く環境は大きく変化して

います。 

このため、異業種間の連携や新たな商品の開発など、地域の特性を活かしながら

魅力ある商店街を形成していく必要があります。加えて、後継者の育成とともに、

関係機関と連携を図りながら経営基盤の強化に取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

目指すべき方向 

 

◆ 経営基盤の強化 

◆ 商店街の活性化 

 

 

 

 

施 策 の 体 系 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 経営基盤の強化 ❶ 関係機関との連携 
❷ 人材の育成 
❸ *制度融資の充実 

商業・サービス業

の振興 

◆ 商店街の活性化 ❶ 個性ある商店街の形成 

乳幼児健診
 
 
 
基本検診 
大腸がん検診
肺がん検診 
胃がん検診 
乳がん検診 
子宮がん検診 

商工会会員数の推移

1,693

1,019

390 393 373 371 361

1,6901,7211,7261,723

978 957 937 919

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年

(人)

黒磯 西那須野 塩原

小売業・卸売業の推移

2,011
2,2822,3872,260

2,100

1,3961,4461,5241,4681,547

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H6年 H9年 H11年 H14年 H16年

年間販売額 店舗数

(億円) 
(店舗) 

資料：黒磯商工会、西那須野商工会、塩原商工会
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施 策 の 内 容 

 

◆ 経営基盤の強化  ❶ 関係機関との連携 
・商工会との連携を図り、商店街や商店への指導や助言

に努めます。 

❷ 人材の育成 

・商業後継者や商店街のリーダーを育成するため、研修

会や講習会の開催を支援します。 

❸ *制度融資の充実 

・中小企業の経営の安定化とともに新規創業の支援を図

るため、融資制度の充実に努めます。 

 

◆ 商店街の活性化  ❶ 個性ある商店街の形成 
・空き店舗を活用した新規創業や、商店街への多様な業

種の参入を図るなど個性ある商店街の形成を支援して

いきます。 

・商店街の集客力の向上を図るため、特色あるイベント

の開催など魅力づくりを進めていきます。 

 

成 果 指 標 

 

 

 

 

 

主 要 事 業 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

商工会支援事業 期間中継続 

中小企業融資預託事業 期間中継続 

商店街活性化支援事業 期間中継続 

 

 

 

 

 

 (平成 16 年) (平成 23 年)  (平成 16 年) (平成 23年)

商店数（小売業・卸 
売業） 

 

 

 

 

 

 

年間販売額（小売 
業・卸売業） 

 

 

 

 

 

 

1396 店 1438 店
2100 
億円 

2163 
億円 1438 店
2163
億円
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現 状 と 課 題 

 ４ 工業の振興 

 

 

 

  景気の回復とともに企業の設備投資も増加に転じているものの、長引く景気の低

迷や産業構造の変化などにより、新たな企業の進出は伸び悩んでいます。また、海

外企業の技術力や開発力の向上により、付加価値の高い製品づくりや販売力の強化

が、中小企業には求められています。 

  このため、優れた立地条件を活かした企業誘致を積極的に推進するとともに、中

小企業の経営体力の強化や経営安定化への支援を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

目指すべき方向 

 

◆ 積極的な企業誘致 

◆ 中小企業への支援 

 

施 策 の 体 系 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 積極的な企業誘致 ❶ 新規企業の立地促進 
❷ 企業立地への支援 

工業の振興 

◆ 中小企業への支援 ❶ *制度融資の充実 
 
 
施 策 の 内 容 

 

◆ 積極的な企業誘致  ❶ 新規企業の立地促進 
・関係機関との連携のもと工業団地内の工場未立地用地

の解消に向け、企業への情報や仲介などに努めます。

❷ 企業立地への支援 

・企業の新規立地などにともなう負担軽減を図るため、

企業への奨励措置などの充実に努めます。 

製造業の従業者数と出荷額等の推移

10,85410,38710,16910,580
11,373

3,3963,2233,1723,3033,536

287303289
311

336

0

4000

8000

12000

16000

H12年 H13年 H14年 H15年 H16年

(人・億円)

0

100

200

300

400

従業者数 出荷額等
事業所数

(従業員
4人以上 
の事業所) 

四区工業団地 
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◆ 中小企業への支援  ❶ *制度融資の充実 
・中小企業の経営の安定化や設備の近代化とともに、事

業拡張に対応するため、融資制度の充実と利活用の促

進に努めます。 

 

成 果 指 標 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 要 事 業 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

企業誘致事業 期間中継続 

 

 

 (平成 16 年) (平成 23 年)  (平成 16 年) (平成 23年)

製造業の従業者数 

 

 

 

 

 

 

製造品出荷額 

 

 

 

 

 

 
 (平成 16 年) (平成 23 年)    

製造業事業所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10854 
人 

11180 
人 

287 
事業所 

296 
事業所

3396 
億円 

3498 
億円 

11180
人

3498
億円

296
事業所
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現 状 と 課 題 

 ５ 観光の振興 

 

 

 

  国民の自由時間の増大や生活様式の変化により、海外渡航者や都市型*アミューズ

メント施設が増加するなど、観光に対するニーズは多様化しています。また、個人

や家族中心の「日帰り」「体験型」観光が人気を集める一方、団体客や宿泊客の減

少が続いています。 

このため、観光拠点や観光ネットワークの整備を促進し、観光基盤の充実を図る

必要があります。加えて、ニーズに合わせた受け入れ体制の整備とともに、情報の

発信や提供を充実する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

目指すべき方向 

 

◆ 観光基盤の充実 

◆ 観光誘客の推進 

 

 

 

施 策 の 体 系 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 観光基盤の充実 ❶ 観光拠点の整備 
❷ 観光ネットワークの整備 

観光の振興 

◆ 観光誘客の推進 ❶ 受け入れ体制の整備 
❷ 関係団体との連携・*協働の推進

❸ 観光情報の発信と提供 
 

乳幼児健診
 
 
 
基本検診 
大腸がん検診
肺がん検診 
胃がん検診 
乳がん検診 
子宮がん検診 

観光客の推移

155.7 150.5 139.5 118.6129.4

672.6674.2668.3
624.1620.2

0

200

400

600

800

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年

宿泊客

入込客
(万人) 

資料：栃木県「栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査」

那須野巻狩まつり 

もみじ谷大吊橋 
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施 策 の 内 容 

 

◆ 観光基盤の充実  ❶ 観光拠点の整備 
・観光拠点の魅力の向上を図るため、自然景観を活かし

た遊歩道の整備や維持管理とともに、拠点の整備を計

画的に進めていきます。 

❷ 観光ネットワークの整備 

・点在化している観光拠点を結ぶ公共交通機関の充実と

ともに、民間事業者との連携を強化し、観光ネットワ

ークの整備に努めます。 

 

◆ 観光誘客の推進  ❶ 受け入れ体制の整備 
・観光従事者の資質の向上を図るため、講習会や研修会

の開催を支援します。 

・多様化する観光ニーズに対応するため、関係機関との

協力により宿泊と体験などを組み合わせたパッケージ

観光の開発を支援していきます。 

❷ 関係団体との連携・*協働の推進 

・観光団体間の連携の強化とともに、農業や畜産業など

との連携を進め、観光客の誘致を推進していきます。

❸ 観光情報の発信と提供 

・観光客の誘致を図るため、イベントの開催やキャンペ

ーンへの参加などを通して、効果的な観光情報の発信

に努めます。 
 

成 果 指 標 

 

 

 

 

 

主 要 事 業 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

観光拠点施設整備事業 期間中継続 

観光誘客推進事業 期間中継続 

 

 

 

 (平成 17 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23年)

観光客宿泊数 

 

 

 

 

 

 

観光客入込数 

 

 

 

 

 

 

672.6 
万人 

118.6 
万人 

140 
万人 

793 
万人 

140
万人

793
万人
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現 状 と 課 題 

 ６ 雇用・就労環境の充実 

 

 

 
＊フリーターや＊派遣労働者の増加など雇用形態の多様化が進展する一方、高齢者

をはじめとする労働者の勤労意欲は高まっています。反面、回復基調にある求人倍

率や失業率は、地方においては、なお厳しい状況が続いています。 

このため、雇用対策の充実や安定雇用への支援とともに、関係機関との連携のも

と情報の拡充に努めていく必要があります。加えて、融資制度や福利厚生事業を充

実し、勤労者福利の増進を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

目指すべき方向 

  

◆ 雇用の促進 

◆ 勤労者福祉の充実 

 

施 策 の 体 系 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 雇用の促進 ❶ 雇用対策の充実 
❷ 事業者への安定雇用支援 

雇用・就労環境の

充実 
◆ 勤労者福祉の充実 ❶ 融資制度の充実 

❷ 福利厚生事業の充実 

市内の事業所への従業者数

45,999

47,517

51,762

46,400
45,901

40000

45000

50000

55000

H6年 H8年 H11年 H13年 H16年

(人)
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施 策 の 内 容 

 

◆ 雇用の促進  ❶ 雇用対策の充実 
・地域の雇用を促進するため、市内への企業誘致を促進

するとともに、公共職業安定所や商工会との連携を図

り、雇用情報の提供に努めます。 

❷ 事業者への安定雇用支援 

・企業への＊中小企業退職金共済制度の周知とともに、加

入促進補助事業の活用を図り、事業者の負担軽減と支援

に努めます。 

 

◆ 勤労者福祉の充実  ❶ 融資制度の充実 
・勤労者の持ち家を促進するため、 ＊住宅資金融資制度

の充実と情報の周知に努めます。 

❷ 福利厚生事業の充実 

・勤労者の福利を増進するため、勤労青少年ホームで開

催する余暇活動や講座の充実を図ります。 
 

成 果 指 標 

 

 

 

 

 

主 要 事 業 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

勤労者住宅資金融資預託事業 期間中継続 

 (平成 16 年) (平成 23 年)    

市内の事業所への従
業者数 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
45999 
人 

47379 
人 

47379
人



 111

現 状 と 課 題 

 ７ 中心市街地の活性化 

 

 

 

大型店の郊外への進出や空き店舗の増加、定住者の減少と高齢化などが重なり、

中心市街地の活力が損なわれています。また、道路や駐車場対策の遅れが、まちの

賑わいの喪失に拍車をかけています。 

このため、空き店舗の活用やイベントの開催などに加えて、道路や駐車場などの

整備を一体的に進め、地域との*協働により中心市街地の魅力を高める必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

目指すべき方向 

 

◆ 商業等の活性化 

◆ 中心市街地の整備 

 

施 策 の 体 系 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 商業等の活性化 ❶ 街なかの賑わいの創出 
❷ 中心市街地の核の形成 
❸ 商店街の魅力づくり 
❹ 経営基盤の強化 

中心市街地の活性

化 

◆ 中心市街地の整備 ❶ 西那須野地区中心市街地の面的
整備 

601

288

401

493475

0

200

400

600

800

H2年 H4年 H6年 H8年 H16年

(人)
西那須野地区中心市街地(桜通り)の平日の歩行者数

資料：西那須野商工会、㈱まちづくりにしなすの 西那須野駅前イメージ図 

西那須野中心市街地イメージ図 
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施 策 の 内 容 

 

◆ 商業等の活性化  ❶ 街なかの賑わいの創出 
・街なかの賑わいを創出するため、イベントの開催や美

化活動の推進とともに、イルミネーションなどを装飾

し、人を集めるシステムづくりを進めていきます。 

❷ 中心市街地の核の形成 

・中心市街地の集客力を高めるため、中心となる施設や

設備の整備を図り、中心市街地の核の形成に努めます。

❸ 商店街の魅力づくり 

・街なかの駐車場や空き店舗などの利活用を推進すると

ともに、個性ある街並み景観の形成を促進し、商店街

の魅力づくりの支援に努めます。 

❹ 経営基盤の強化 

・関係機関との連携により、経営指導や後継者の育成を

図り、経営基盤の強化に努めます。 

 

◆ 中心市街地の整備  ❶ 西那須野地区中心市街地の面的整備 
・西那須野地区の中心市街地を活性化するため、西那須

野駅西口の整備とともに、中心市街地へのアクセス道

路や公園の整備を推進します。 

 

成 果 指 標 

 

 

 

 

 

主 要 事 業 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

西那須野地区中心市街地再開発事業 19～21 年度 

西那須野駅西口広場整備事業 19～21 年度 

中央通り整備事業 19～21 年度 

活性化のためのイベント支援 19～21 年度 

まちづくり活動の支援 19～21 年度 

 

 

 

 

 (平成 16 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23年)

黒磯地区中心市街地
地区内の空き店舗数 

 

 

 

 

 

 

西那須野中心市街地
地区内の空き店舗数

 

 

 

 

 

 

76 店 68 店 67 店 60 店 68 店 60 店


